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平成２５年（国）第１０６９号

平成２６年１２月２５日

主文

本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、初診日を平成○年

○月○日として、国民年金法（以下「国年

法」という。）による障害基礎年金の支給

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は ､ うつ病（以下「当該傷病」

という。）により障害の状態にあるとし

て、平成○年○月○日（受付）、厚生労

働大臣に対し ､初診日を平成○年○月○

日として ､障害認定日による請求（予備

的に事後重症による請求）として障害基

礎年金の裁定を求めた。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し ､請求人の当該傷病に

かかる初診日（以下「本件初診日」とい

う。）は平成○年○月○日であるとした

上で、障害認定日である平成○年○月○

日における請求人の当該傷病による障害

の状態は、国年法施行令（以下「国年令」

という。）別表に定める１級の程度に該

当しているとして、同日を受給権発生日

とし、同年○月から障害等級１級の障害

基礎年金を支給する旨の処分（以下「原

処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分における初診日及び

障害認定日についての判断を不服とし

て、標記の社会保険審査官（以下「審査

官」という。）に対する審査請求を経て、

当審査会に対し再審査請求をした。

第３　問題点

１　障害基礎年金は、その障害の原因と

なった傷病（その障害の直接の原因と

なった傷病が他の傷病に起因する場合は

当該他の傷病。以下同じ。）につき初め

て医師又は歯科医師の診療を受けた日

（「初診日」という。）において国民年金

の被保険者であり、かつ、所定の保険料

納付要件を満たした上で、認定対象とな

る障害の状態が、国年令別表に定める程

度（障害等級１級又は２級）に該当しな

ければ支給されないことになっている。

２　本件の場合、前記第２の２記載の理由

によりなされた原処分に対し、請求人は、

当該傷病の発病日は平成○年○月頃であ

り、本件初診日は同年○月○日であると

主張し、これを前提とする障害認定日か

らの障害基礎年金の支給を求めているの

であるから、本件における問題点は、先

ずは ､請求人の主張する平成○年○月○

日が本件初診日と認められるかであり、

これが認められるときは、同日における

保険料納付要件の有無 ､そして、同日を

初診日とした場合の障害認定日における

請求人の当該傷病による障害の状態（以

下「本件障害の状態」という。）が、国

年令別表に定める程度に該当していると

認められるどうかである。

３　最初に、本件初診日について判断する。

初診日に関する証明資料について、国

年法では、発病又は受傷の日ではなく、

初診日を障害年金の受給権発生の基準と

なる日と定めている趣旨からいって、直

接その診療に関与した医師又は医療機関

が作成したもの、又はこれに準ずるよう

な証明力の高い資料（以下、これら諸要

件を満たすと認められるような資料を、

便宜上、「初診日認定適格資料」という。）

でなければならないと解するのが相当で

ある。

そして、国年法上の障害の程度を認定

するためのより具体的な基準として、社

会保険庁により発出され、同庁の廃止後

は厚生労働省から発出したものとみなさ

れて、引き続き効力を有するものとされ、

当審査会も障害の認定及び給付の公平を

期するための尺度として、これに依拠す

るのが相当であると思料している「国民

年金・厚生年金保険障害認定基準」（以

下「認定基準」という。）が定められて

いるが、その「第１　一般的事項」には、
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「初診日とは、障害の原因となった傷病

について初めて医師又は歯科医師（以

下 ｢ 医師等 ｣ という。）の診療を受けた

日をいう。」とされており、具体的には、

①　初めて診療を受けた日（治療行為

又は療養に関する指示があった日）、②　

同一傷病で転医があった場合は、一番初

めに医師等の診療を受けた日、③　健康

診断により異常が発見され、療養に関す

る指示を受けた場合は、健康診断日、④　

障害の原因となった傷病の前に、相当因

果関係があると認められる傷病があると

きは、最初の傷病の初診日が、それぞれ

初診日となると解されている。

そして、提出されている全ての資料の

中から、その作成者及び記載内容からみ

て、本件初診日に関する初診日認定適格

資料であると認めることのできるものを

すべて挙げてみると、資料①　ａ病院・

Ａ医師（以下「Ａ医師」という。）作成

の平成○年○月○日現症に係る平成○年

○月○日付診断書（以下「平成○年現症

診断書」という。）、資料②　ｂ病院ｃ科・

Ｂ医師（以下「Ｂ医師」という。）作成

の平成○年○月○日現症に係る同日付診

断書（以下「平成○年現症診断書」とい

う。）、資料③　ｄ病院・Ｃ医師（以下「Ｃ

医師」という。）作成の平成○年○月○

日付受診状況等証明書、資料④　Ａ医師

作成の平成○年○月○日付受診状況等証

明書、資料⑤　ｅ病院・Ｄ医師（以下「Ｄ

医師」という。）作成の平成○年○月○

日付受診状況等証明書２通、資料⑥　日

本年金機構○○事務センター長の照会に

対するＢ医師作成の回答書、資料⑦　○

○県から平成○年○月○日に交付された

保健福祉手帳、資料⑧　Ｂ医師作成の平

成○年○月○日付精神障害者保険福祉手

帳診断書、資料⑨　審査官の照会に対す

るＣ医師作成の平成○年○月○日付回答

書、資料⑩　審査官の照会に対するＡ医

師作成の平成○年○月○日付回答書、資

料⑪　審査官の照会に対するＤ医師作

成の平成○年○月○日付回答書 ､ 資料

⑫　Ｄ医師作成の平成○年○月○日付及

び同年○月○日付各診断書、資料⑬　Ａ

医師作成の平成○年○月○日付診断書が

あり、これらをおいて他に存しないとこ

ろ、これらの各資料をみてみると、それ

は、次のとおりである。

すなわち、資料①には、障害の原因と

なった傷病名として「不安障害　ＩＣＤ

－１０コード（Ｆ４１．１）」を掲げ、そ

のため初めて医師の診療を受けた日は

「平成○年○月○日（本人の申立て　○

年○月○日）」、発病からの病歴及び治療

の経過等（平成○年○月○日 ､本人から

聴取）として ､「平成○年 ､平成○年に

両親が相次いで亡くなる等 ､日常生活に

おける心的負荷が重なったが ､翌平成○

年頃より夜間に奇声を上げたり ､動悸 ､

呼吸苦等の身体化を伴う不安症状が認め

られ ､近医を受診。症状の改善なく ､平

成○年○月当院初診となった。その後一

時症状は軽減し ､通院も中断されていた

が ､平成○年より強度の不安感 ､胸のザ

ワザワ感 ､特定の状況や場所における不

安発作が頻回に認められ ､当院通院が再

開された。平成○年頃より下肢の脱力 ､

歩行困難が認められつつ経過 ､当院は同

年○月○日最終･以降は他院へ転医され

ている。」、診断書作成医療機関における

初診年月日は「平成○年○月○日」で ､

その時の所見として ､「夜間に大声・奇

声を発する等し、又、動悸や呼吸苦を伴

う強度の不安症状の出没がくりかえされ

ていた。」と記載されている。

資料②は、障害の原因となった傷病名

として当該傷病を掲げ、そのため初めて

医師の診断を受けた日は、「平成○年○

月○日」と記載されているものの、それ

が、診療録で確認されたものか、あるい

は本人の申立てであるかについての記載

は認められず、発病からの病歴及び治療

の経過等（平成○年○月○日、本人から

聴取）として、「Ｈ○．○頃より、夜に悲

鳴をあげる、動悸などの症状をみとめる

ようになり、Ｈ○．○．○ｆ病院に初診。

その後、診察は途絶えていたが、バス旅

行の際パニック発作になり、その後もく
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り返すため、Ｈ○．○．○に再受診し、以

後定期受診をしていた。（以下略）」、診

断書作成医療機関における初診時（平成

○年○月○日）所見は、「強い不安、混

乱しやすさ、パニック発作、恐怖心な

どあり、通院加療が必要と判断された。」

とされている。

資料③は、当時の診療録より記載した

ものとして、傷病名は「神経症」、発病

年月日は「平成○年頃」、傷病の原因又

は誘因は「不詳」、発病から初診までの

経過は、「Ｈ○年頃より、寝言があったが、

Ｈ○年頃、寝言が頻回化･歌や悲鳴も伴っ

た。悪夢もしばしばあり、他科で安定剤

をもらうも効なく、当院受診･母親の最

期をみとったことが心に残っていると訴

える」とされ、初診年月日及び終診年月

日は、いずれも「平成○年○月○日」と

されている。

資料④は、当時の診療録より記載し

たものとして、傷病名は、「パニック障

害」､ 発病年月日は「平成○年○月頃」､

発病から初診までの経過は ､「夜･叫ん

だり ､ 動悸が夜間を中心におき ､ ねづ

らいという主訴にてＨ○．○．○に当院受

診。その際は１度きりの受診で再診はな

かった。Ｈ○．○バス旅行の際 ､ 突然呼

吸困難 ､動悸におそわれ「死んでしまう

のではないか」という恐怖におそわれた。

その後も乗り物を利用する都度同様の発

作にみまわれるため ､Ｈ○．○．○当院再

度受診となった」とされ、初診年月日は

「平成○年○月○日」、終診年月日は「平

成○年○月○日」、終診時の転帰は「中止」

とされている。

資料⑤は、当時の診療録より記載した

ものとして、傷病名は「うつ状態、不安

障害」とされ、発病年月日を「平成○年

○月頃」とするものと ､これを「平成○

年頃」と訂正したものの２通があるが ､

いずれも ､ 発病から初診までの経過は、

「平成○年○月にうつ状態で、ｅ大ｆ科

を受診した。パーキンソン様の症状を呈

していたが、セロトニン症候群と診断さ

れた。うつ状態は改善の傾向を示してい

るが、なお、病状に対する不安が強く、

現在抗不安薬にて治療を継続している。

抗うつ剤（ＳＳＲＩ）服用で神経症状が

悪化したことが病状を複雑にしていると

判断される。」､ 初診年月日は「平成○

年○月○日」とされている。

資料⑥によれば、Ｂ医師は、日本年金

機構○○事務センター長からの照会に対

し、平成○年現症診断書の傷病名「うつ

病」については、「抑うつ気分、興味・

喜びの減退、意欲の低下、治療や身体症

状への不安やこだわりがつよく、Ｈ○．

○以降自宅で寝たきりの状態となってい

る。悲観的な見方、幻視．妄想などが出

現することもある。したがって、精神病

圏であると考える。」と回答している。

資料⑦は、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第４５条による保健福祉

手帳であり、障害等級１級とされている。

資料⑧は、病名に当該傷病が掲げられ、

初診年月日は平成○年○月○日、診断書

作成医療機関の初診年月日は平成○年○

月○日とされ、発病から現在までの病歴

及び治療の経過、内容は、「Ｈ○．○頃よ

り、夜間の悲鳴、動悸などの症状が出現

し、Ｈ○．○．○ｆ病院に初診。その後受

診は途絶えていたが、パニック発作が頻

発するようになり、Ｈ○．○．○に再受診

し通院を続けていた。Ｈ○頃より強い不

安、歩行困難、身体のゆれ、ふるえがあり、

Ｈ○．○．○当院に初診となる。うつ気

分 ､思考抑制 ､認知機能の低下があり ､

意欲低下も顕著であり ､生活活動能力は

低下し ､寝たきり状態で現在にいたって

いる。」とされている。

資料⑨によれば、資料③の傷病名を「神

経症」としたことについて、Ｃ医師は、

神経症圏のものである可能性が高いと考

えるが、受診は１回のみであり、回答は

大変難しく、その後の変化については、

推定困難の為、精神病圏を否定できるも

のではない旨の回答をしている。

資料⑩によれば、資料④の傷病名を「パ

ニック障害」としたことについて、Ａ医

師は、臨床症状並びに病状又は状態像の
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経過等から、神経症圏のものであると回

答している。

資料⑪によれば、資料⑤の傷病名を「う

つ状態、不安障害」としていることにつ

いて、Ｄ医師は、臨床症状並びに病状又

は状態像の経過等から、神経症圏のもの

であると回答している。

資料⑫のうち ､ 平成○年○月○日付

診断書によれば ､病名は「パニック症候

群 ､ 不安障害 ､ うつ状態 ､ セロトニン

症候群」とされ ､「患者は平成○年頃よ

り､不安障害 ､パニック症候群の診断の

もとに加療されていたが ､平成○年以降

はセロトニン症候群の診断にて ､当院に

て通院加療を行っている。現在 ､なお ､

セロトニン症候群 ､不安障害 ､うつ状態

は持続しているため ､今後とも通院治療

が必要であることを認める。」とされて

おり､ 平成○年○月○日付診断書では ､

同様の病名のもと ､「上記診断にて平成

○年以降 ､当科で内服治療を行っている

が ､本診断に至るまで（平成○年頃から

現在まで）､ ｃ科領域（ｇ科）での加療

を施行されていることから ､一連の症状

の発現には連続性があると考えられる。

従って ､上記診断名の発症は平成○年以

前であることが強く示唆される。」とさ

れている。

資料⑬によれば，病名は「不安障害」

とされ、「本患者は平成○年頃より多彩

な身体化を伴う強度の不安症状にて加療

されており、当院へは平成○年○月より

平成○年○月まで継続的に通院加療を

行った。その間、漠然とした強度の不安

症状を主訴したが、時に疲労感が強く、

うつ気分や意欲、興味の減退といった抑

うつ症状が二次的に認められるなどとし

ている。」とされている。

以上の各資料によれば、請求人は、平

成○年頃より、寝言があり、平成○年頃

から寝言は頻回化し、夜間に悲鳴、動悸、

呼吸苦、身体化を伴う不安症状が出現し、

同年○月○日にｄ病院を１日だけ受診

し、「神経症」と診断を受け、また、同

月○日にｆ病院を受診し、「パニック障

害」と診断され、パニック発作が頻発す

るようになり、平成○年○月○日以降は

定期的に受診していたが、平成○年頃よ

り強い不安、歩行困難、身体のゆれ、ふ

るえがあり、同年○月○日に平成○年現

症診断書の作成医療機関であるｂ病院を

初診したことが認められる。そして、「神

経症」と診断された平成○年○月○日

当時、「パニック障害」と診断された同

月○日当時、また、「うつ状態、不安障

害」と診断された平成○年○月○日当時

の病態は、いずれも神経症圏とされてお

り ､資料⑬もこれと矛盾するものではな

く、さらに ､平成○年現症診断書でも ､

Ａ医師は ､次項で検討するとおり ､傷病

名は「不安障害」で ､そのＩＣＤ－１０

コードは「神経症性障害 ､ストレス関連

障害及び身体表現性障害」に属する「Ｆ

４１．１」としているのであり ､ 資料⑫

では ､Ｄ医師により、平成○年頃から現

在に至るまでの一連の症状の発現には連

続性があると考えられるとされているも

のの ､それは推論にとどまるもので ､平

成○年○月○日にｂ病院を受診して初め

て当該傷病との診断がなされていること

からすると ､本件初診日は、請求人が同

病院を初めて受診した平成○年○月○日

と認めるのが相当である。

４　なお ､仮に請求人の主張する平成○年

○月○日を本件初診日とした場合には ､

障害認定日は ､その１年６月後の平成○

年○月○日になるところ ､念のため ､そ

の当時における障害の状態を、平成○年

現症診断書に基づいて検討してみること

とする。

国年令別表において、当該傷病による

障害で、障害等級１級に該当するものと

しては、｢精神の障害であつて、前各号

と同程度（日常生活の用を弁ずることを

不能ならしめる程度）以上と認められる

程度のもの ｣（１０号）が、障害等級２

級に該当するものとしては、「精神の障

害であつて、前各号と同程度（日常生活

が著しい制限を受けるか又は日常生活に

著しい制限を加えることを必要とする程
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度）以上と認められる程度のもの」（１６

号）が掲げられている。

認定基準の第３第１章第８節／精神の

障害によると、精神の障害の程度は、そ

の原因、諸症状、治療及びその病状の経

過、具体的な日常生活状況等により、総

合的に認定するものとし、日常生活の用

を弁ずることを不能ならしめる程度のも

のを１級に、日常生活が著しい制限を受

けるか又は日常生活に著しい制限を加え

ることを必要とする程度のものを２級に

該当するものと認定するとされている。

また、精神の障害は、多種であり、かつ、

その症状は同一原因であっても多様であ

るので、認定に当たっては具体的な日常

生活状況等の生活上の困難を判断すると

ともに、その原因及び経過を考慮すると

され、精神の障害は、「統合失調症、統

合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分

（感情）障害」（以下「そううつ病」とい

う。）、「症状性を含む器質性精神障害」、

「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」

に区分され、人格障害は、原則として認

定の対象とならず、神経症にあっては、

その症状が長期間持続し、一見重症なも

のであっても、原則として認定の対象と

ならないとされ、この「認定の対象とな

らない」とは、その傷病による障害につ

いては、それがどのようなものであって

も、その状態をもって、国年令別表等に

定める程度の障害の状態に当たるものと

はしないとの趣旨であると解される。た

だし、その臨床症状から判断して精神病

の病態を示しているものについては、統

合失調症又はそううつ病に準じて取り扱

うとされている。

そして、平成○年○月○日当時にお

ける本件障害の状態についてみると、平

成○年現症診断書によれば、請求人の傷

病名は「不安障害　ＩＣＤ１０コードＦ

４１．１」とされており、それは ､ 前述

したようにＩＣＤ－１０コードＦ４０－

Ｆ４８（神経症性障害、ストレス関連障

害及び身体表現性障害）に属する神経症

圏であり、神経症、パニック障害と診

断されている平成○年○月頃、うつ状

態、不安障害とされている平成○年○月

○日当時のいずれの時期においても、そ

れぞれの医師によって精神病の病態を呈

しない神経症圏と認められていることと

も符合する。そうすると、平成○年○月

○日当時における本件障害の状態につい

ては、これを認定対象とすることはでき

ない。そして、仮に、精神病の病態があ

るものと仮定して、障害の程度をみた

としても、平成○年現症診断書によれ

ば ､その現症日である平成○年○月○日

における病状又は状態像は、強度の不安

症状が認められ ､具体的には ､「薬治下

にあっては著しい混乱を伴う発作症状は

認めなかったが ､日常 ､心的負荷が契機

となり ､めまい ､ふらつき ､四肢のしび

れ等 ､多彩な身体化症状の出没がくりか

えされていた。」とされ ､ 日常生活状況

は ､在宅で同居者があり ､症状の出現時

には身のまわりの援助 ､見守りを要する

が ､ＡＤＬは自立しており ､日常生活能

力の判定では、通院と服薬（要）、身辺

の安全保持及び危機対応は「助言や指導

があればできる」であるが、適切な食

事 ､他人との意思伝達及び対人関係 ､社

会性は「自発的にあるいはおおむねでき

るが時には助言や指導を必要とする」程

度で、身辺の清潔保持、金銭管理と買い

物は「できる」とされ、日常生活能力の

程度は、「(2)･精神障害を認め ､家庭内

での日常生活は普通にできるが ､社会生

活には ､ 援助が必要である。」と評価さ

れていることからすると、前掲の２級に

相当するとされる例示には至らない程度

であると認められ、国年令別表に掲げる

障害等級２級の状態に該当するものとは

いえず ､それより重い１級に該当するも

のでもない。

なお、ＩＣＤ－１０コード（国際疾

病分類）において、精神病の病態を呈し

ない神経症圏は、社会的に又は精神的に

苦しい出来事が直接的、間接的な引き金

となって発症し、その症状が意識されて

いるにせよ、無意識に行われているにせ

616



－ 607 －

よ、生物学的に原始的な状態あるいは病

的状態に退行することによって、内的葛

藤やパニック、不安を解消するものとさ

れており、ある意味での疾病への逃避と

も考えられる。このような神経症圏の傷

病を障害認定の対象外とすることについ

ては、これまでの精神医学的な知見に基

づいてなされているものと思料され、そ

の主な理由をみると、障害の原因となっ

ている傷病が、精神病の病態にあるか否

かは、具体的には精神病圏（レベル）で

はなく、神経症圏（レベル）にあるとい

う意味で、それは、当該患者がその疾病

や病状について十分認識しており、それ

に応じた対応をとることが可能であると

判断され、重症の障害から引き返し得る

状態にあると考えられるからである。換

言すれば、精神科領域では、特異な「疾

病利得」という概念もあり、これは、い

わゆる仮病とは異なる概念であるが、症

状の発現やその症状が遷延することに

よって引き起こされる心理的あるいは現

実的な満足感のことを意味するとされて

おり、例えば、一見重篤な障害によって

家族の同情や共感を得ることができた

り、仕事や苦しい現実から逃避ができた

りする利得を指すものである。神経症は、

いわば、引き返すことが可能な病態であ

り、機能的な変化として捉え得るもので

あるので、自らがその状態から脱するこ

とのできる病態とされ、自らが引き返せ

るような状態を障害給付の対象とするこ

とは、自らがそれを治す努力を喪失させ、

生じている障害を継続、増強させ、結果

的に非可逆的な状態に固定させ得る危険

性をも含んでいるものと考えることがで

きる。そうであるから、障害給付につい

ては、精神病態を示し、自らの力では治

し得ないものにその対象を限ることが相

当であると、一般的に考えられている。

このような考え方に基づき、認定基準は、

神経症圏の疾患については、認定の対象

外としたものと思料されるところ、当審

査会においてもそのような考え方は基本

的に妥当なものとして認めているところ

である。

５　以上によれば ､平成○年○月○日が本

件初診日であるとする請求人の主張は認

められず ､本件初診日は平成○年○月○

日であると認められ ､これをもとに ､平

成○年○月○日を障害認定日としてなさ

れた原処分は相当であって（原処分中 ､

同日における当該傷病による障害の程度

に係る部分について不服はないものと認

められる。）､ これを取り消すことはで

きない。

よって ､本件再審査請求を棄却するこ

ととして ､主文のとおり裁決する。
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